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人を対象とする医学系研究についての「情報公開文書」 

研究課題名： 

多職種連携教育の卒後研修を受けた新入職者の多職種連携に対する態度変化 

 

・はじめに 

先行研究において、院内教育により重症な新生児または子どものケアに良い改善がみら

れることが報告されています。また、多職種協働の院内教育による協調的な看護や多職種協

働は、標準的なケアと比較すると健康的な生活様式や危険因子の改善が冠動脈性心疾患や

ハイリスクの循環器疾患の患者に対し、有用であることも報告されています。さらに、多職

種連携教育の院内教育が救急医療や家庭内暴力被害者のケア管理、精神医療の分野にポジ

ティブな結果をもたらすことも報告されています。 

しかしながら、日本において、多職種連携教育を病院の卒後研修として、かつ多職種研修

として取り入れているところは数少ない状況である。また、臨床における多職種連携教育の

院内教育の直接的効果となるエビデンスが少ないことが報告されています。そこで、多職種

連携教育に関する卒後研修を多職種の専門職種で長年取り組んでいる病院の資格取得後の

新人専門職者を対象とし、多職種連携に対する態度変化を明らかにすることにより、卒後研

修における多職種連携教育の意義を検証します。 

 

・研究の対象となられる方 

群馬大学医学部医学部長承認日より西暦 2020年 3月 31日の期間に、諏訪中央病院の 

多職種連携に関する卒後研修を受けた新入職者 180名を対象に致します。 

 

・研究期間 

研究を行う期間は、群馬大学医学部長承認日より西暦 2022年 3月 31日までです。 

 

・研究に用いる情報の項目 

諏訪中央病院の多職種連携に関する卒後研修を受けた新入職者 180 名が 4 月と翌年 3 月

に回答した 2回のアンケート用紙を研究のための情報として用います。 

 

・予想される不利益(負担・リスク)及び利益 

 研究に参加された新入職者の皆様に直接の利益はありませんが、研修の改善点が明らか

になり、次年度以降の新入職者の皆様により良いチーム医療研修を行うことに貢献するこ

とができます。また、質問紙調査のため、対象者への侵襲はありません。参加しない場合で

も、研究に参加することによる新入職者の皆様への直接的な不利益は一切ありません。 
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・個人情報の管理について 

個人情報の漏洩を防ぐため、群馬大学大学院保健学研究科牧野研究室においては、個人を

特定できる情報を削除し、データの数字化、データファイルの暗号化などの厳格な対策を取

り、第三者が個人情報を閲覧することができないようにしています。 

また、本研究の実施過程及びその結果の公表（学会や論文等）の際には、個人を特定でき

る情報は含まれません。  

 

・試料・情報の保管及び廃棄 

今回、回収したアンケート用紙と匿名化のための対応表は、個人情報管理者である松井講

師が職員証で入退室を制限かつ履歴が残る多職種連携教育研究研修センターの鍵のかかる

書庫で保管します。さらに職員番号を含むデータは松井講師のみが閲覧でき、データの分析

は職員番号を任意の番号へ匿名化した状態で研究実施責任者が行います。 

研究期間終了後は、アンケート用紙はシュレッダーにより裁断破棄し、PCに保存された

Excelや SPSSなどの電子媒体はデータ抹消ソフトを用いて、削除します。 

 

・研究成果の帰属について 

この研究により得られた結果が、特許権等の知的財産を生み出す可能性がありますが、

その場合の特許権等は研究者もしくは所属する研究機関に帰属することになり、あなたに

この権利が生じることはありません。 

 

・研究資金について 

 本研究に要する費用は、研究実施責任者の法人運営費により実施されます。また、研究

に参加する新入職者の皆様には、費用の負担はありません。さらに研究に参加する新入職者

の皆様への謝礼も一切ありません。 

 

・利益相反に関する事項について 

本研究の利害関係について、群馬大学利益相反マネジメント委員会の承認を得ます。研究

過程を定期的に群馬大学利益相反マネジメント委員会へ報告を行うことにより、本研究の

利害関係について公正性を保ちます。また本研究は、特定の企業からの資金提供を受けてい

ないため、研究の公正さを損なうことはありません。 

 

・「群馬大学 人を対象とする医学系研究倫理審査委員会」について 

この研究を実施することの妥当性や方法については、多くの専門家によって十分検討さ

れています。群馬大学では人を対象とする医学系研究倫理審査委員会を設置しており、この

委員会において科学的、倫理的に問題ないかどうかについて審査し、承認を受けています。 

（ホームページアドレス：https://www.rinri.amed.go.jp/ ） 
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・研究組織について 

1) 研究実施責任者 

群馬大学大学院保健学研究科   講師 牧野 孝俊 

住 所 〒371-8514 群馬県前橋市昭和町 3-39-22  

電 話 027-220-8775 

2) 研究実施分担者 

群馬大学大学院保健学研究科   教授 渡辺 秀臣 

諏訪中央病院看護部    副看護部長 山岸 紀子 

3) 個人情報管理者 

群馬大学大学院保健学研究科   講師 松井 弘樹 

住 所 〒371-8514 群馬県前橋市昭和町 3-39-22  

電 話 027-220-8144 

 

・研究対象者の権利に関して情報が欲しい場合あるいは健康被害が生じたときに連絡

をとるべき相談窓口について 

 

研究対象者がこの研究および研究対象者の権利に関してさらに情報が欲しい場合に、研

究対象者が連絡をとる担当者は下記のとおりです。何かお聞きになりたいことがありまし

たら、どうぞ遠慮なくいつでもご連絡ください。 

情報を研究に用いることについて、対象者となることを希望されない方は、下記連絡先ま

でご連絡下さい。研究対象者とならない場合でも不利益が生じることはありません。 

 

【問合せ・苦情等の相談窓口（連絡先）】 

氏 名 牧野 孝俊 

機関名 群馬大学大学院保健学研究科 

職 名 講師 

住 所 〒371-8514 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 

電 話 027-220-8775 

メール tmakino@gunma-u.ac.jp            

 

上記の窓口では、次の事柄について受け付けています。 

1) 研究計画書および研究の方法に関する資料の閲覧（又は入手）ならびにその方法   

※他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護等に支障がない範囲内に限られます。 

2) 研究対象者の個人情報についての開示およびその手続（手数料の額も含まれます。） 

3) 研究対象者の個人情報の開示、訂正等、利用停止等について、請求に応じられない場合

にはその理由の説明 
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4) 研究対象者から提供された試料・情報の利用に関する通知 

   ①試料・情報の利用目的および利用方法（他の機関へ提供される場合は 

    その方法を含む。） 

   ②利用し、または提供する情報の項目 

   ③利用する者の範囲 

   ④情報の管理について責任を有する者の氏名または名称 

   ⑤研究対象者またはその代理人の求めに応じて、研究対象者が識別され 

    る情報の利用または他の研究機関への提供を停止すること、 

およびその求めを受け付ける方法 

 


